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1. はじめに 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関す

る規則（平成 25 年 7 月 8 日施行）」の第五条において，基準津波に対して設

計基準対象施設が安全機能を損なわれるおそれがないことが求められてお

り，同解釈の別記 3 において，基準津波による水位変動に伴う漂流物に対し

て取水口及び取水路の通水性が確保できる設計であることが要求されてい

る。 

本書は，同要求に対する適合性を示すにあたり実施した「基準津波により

漂流物となる可能性がある施設・設備等」の調査の，調査要領を示すもので

ある。 

 

 

2. 調査要領 

(1) 調査範囲 

調査範囲は，海域については基準津波の流向及び流速より，発電所周辺

5km 圏内とし，陸域については，基準津波の遡上域を考慮し，5km 圏内に

おける海岸線に沿った標高 10m 以下の範囲とする。調査範囲の概要を別紙

1 に示す。 

 

 

(2) 調査方法 

調査は上記の調査範囲を発電所構内・構外，海域・陸域により四つに分

類し実施する。分類ごとの調査方法を表 1 に示す。 
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表 1 「漂流物となる可能性がある施設・設備等」の調査方法 

 

調査 

分類 

調査範囲 調査方法 

発電所 

構内・構外 

海域・ 

陸域 
対象 方法 概要 

Ａ 

発電所 

構内 

海域 
船舶， 

海上設置物 

・資料調査 1)入港届等の資料を調査し，港

湾 内 に 定 例 業 務 に よ り 来 航

する船舶を抽出 

2)関係者聞き取り調査，現場調

査 に よ り 上 記 以 外 の 調 査 対

象を抽出 

・現場調査 

・聞き取り 

調査 

Ｂ 陸域 

人工構造物， 

可動・可搬 

物品，植生等 

・資料調査 1)建物配置図等の資料により，

調査範囲内にある建屋，機器

類を抽出 

2)関係者聞き取り調査，現場調

査 に よ り 上 記 以 外 の 調 査 対

象を抽出 

・現場調査 

・聞き取り 

調査 

Ｃ 

発電所 

構外 

海域 
船舶， 

海上設置物 

・資料調査 1)現場調査（海上，陸上）によ

り調査対象を抽出 

2)関係者（漁協，自治体）聞き

取り調査，資料調査により上

記以外の調査対象を抽出 

・現場調査 

・聞き取り 

調査 

Ｄ 陸域 

人工構造物， 

可動・可搬 

物品，植生等 

・図上調査 1)地図により，調査範囲内にあ

る集落，施設等を確認 

2)確認さ れ た対 象を 中 心に 現

場調査（海上，陸上）により

調査対象を抽出 

・現場調査 

 

 

(3) 調査内容 

調査の実施にあたっては，「(2)調査方法」で示した分類ごとに，「調査

対象の考え方」，「記録の方法」等の具体的な調査内容を明確化する。別紙

2 に，明確化した調査内容の概要を示す。 

 

 

3. 別紙 

別紙 1：調査対象範囲の概要 

別紙 2：調査内容の概要 

 

以上 
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別紙 1 

 

調査範囲の概要 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 漂流物調査範囲概要（発電所構外）
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図 2 漂流物調査範囲概要（発電所構内）  
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別紙 2 

 

調査内容の概要 

 

発電所
構内・構外

海域・陸域 具体的な定義，考え方，例

① －

1)入港届等の資料を調査し，港湾内
に定例業務により来航する船舶を抽
出

2)関係者聞き取り調査，現場調査に
より上記以外の調査対象を抽出

船舶名，状態（停泊有無，停泊場所），
数量（同時に来航し得る数），属性（重
量）を記録

②

港湾内に設置されている人工構築物

※土木構造物（港湾施設等），機器類（調
査分類Ｂで抽出）を除くすべての人工構築
物

関係者聞き取り調査，現場調査により
調査対象を抽出

名称，属性（重量，設置場所，設置状
態等）を記録

※特殊浮標については船舶（分類Ａ及
びＣ）の評価に包含されるものとして，
個別での抽出・記録は不要とする

① 土地に定着している建物

②

基礎等に据え付けられた本設の機器

＜例＞
・クレーン
・タンク
・配電盤，分電盤，制御盤

③ 常時保管
工事用資機材のうち，常時保管されている
もの（仮設倉庫・小屋は本カテゴリーに含
む）

④ 一時持込
工事用資機材のうち，工事期間中にのみ
持ち込まれ仮置きされるもの，車両等

⑤

人工構築物，植生

※①～④，及び土木構造物（道路等）を除く
すべての人工構築物，植生

＜例＞
・コンクリート蓋・板・塊
・鋼製手摺・階段・梯子・架台
・鋼製スロープ
・チェッカープレート
・グレーチング
・マンホール蓋
・空調室外機
・配管
・消火栓
・拡声器
・標識
・電灯
・植生

現場調査により調査対象を抽出

名称を記載

※例示するもの，またそれに包含され
るものは，代表を記録することとし，個
別での抽出・記録は不要とする

① －
船舶名，状態（停泊有無，停泊場所），
数量，属性（重量）を記録

②

人工構築物

＜例＞
・定置網
・浮筏
・浮桟橋

名称を記載

※①または例示するものに包含される
ものは，代表を記録することとし，個別
での抽出・記録は不要とする
※また，上記のうち一般的に見られる
洋上漂流物（ペットボトル，ポリタンク，
流木等）など，明らかに影響が軽微と
考えられるものは記録を不要とする

① －

② 乗用車，大型車，二輪車等

③

人工構築物，植生

＜例＞
・フェンス
・電柱
・植生

家屋類

車両

その他一般構築物，植生

1)地図により，調査範囲内にある集
落，施設等を確認

2)確認された対象を中心に現場調査
（海上，陸上）により調査対象を抽出

名称を記載

※調査分類（Ａ～C）の調査対象に包
含されるものについては，個別での抽
出・記録は不要とする

Ｄ

発電所
構外

船舶

海上設置物

海域

1)関係者聞き取り調査により調査対
象を抽出

2)現場調査により上記以外の調査対
象を抽出

1)現場調査（海上，陸上）により調査
対象を抽出

2)関係者（漁協，自治体）聞き取り調
査，資料調査により上記以外の調査
対象を抽出

項目

機器類

その他一般構築物，植生

資機材，車両

船舶

調査範囲
調査
分類

名称，仕様（主要構造/材質，寸法
等），数量を記録

※類型化できる配電盤，分電盤，制御
盤は代表を記録することとし，個別での
抽出・記録は不要とする

名称，状態（設置，固定等），仕様（主
要材質等），数量を記録

※類型化できる仮設倉庫・小屋，資機
材コンテナ，車両は代表を記録すること
とし，個別での抽出・記録は不要とする

海上設置物

調査対象
記録方法調査方法

建屋

1)建物配置図等の資料により，調査
範囲内にある建屋，機器類を抽出

2)関係者聞き取り調査，現場調査に
より上記以外の調査対象を抽出

陸域

海域Ａ

Ｂ

Ｃ

発電所
構内

陸域

 


